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退職後の健康保険について

＊ 臨時講師等：臨時的任用の講師、養護助教諭、事務職員、学校栄養職員、実習講師

　組合員が退職（再任用（フルタイム）及び臨時講師等の期間満了含む）すると、その翌日に組合員資格を喪失し、
現在お持ちの組合員証及び被扶養者証は使用できなくなります。
　退職後、どのような健康保険制度に加入するべきか、フロー図で確認してみましょう。

　退職後も2年間を限度として、医療給付等の短期給付について、在職中とほぼ同様の給付が
受けられる制度です。

●対象者 … 令和２年度末退職予定者
●内　容 … ①退職手当請求手続き等について
 ②退職後の医療給付等について
 ③年金について
 ④退職に伴う互助会手続きについて
 ⑤退職に伴う教育厚生会手続きについて
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退職後の年間収入見込額が１３０万円
（６０歳以上で公的年金受給者は１８０万円）

① 退職日の前日まで引き続き１年以上組合員期間があること。
② 退職日から起算して20日以内に「任意継続組合員申出書」を共済組合へ提出すること。

次の①、②いずれか少ない額に掛金率を乗じた額
① 退職時の標準報酬月額
② 平均標準報酬月額（令和２年度は410,000円）

84.20 ／1000（短期）
14.98 ／1000（介護） ※40～64歳該当

【参考】令和２年度任意継続掛金額（算定の標準報酬月額：４１０，０００円の場合）
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掛 金 月 額
掛 金 年 額

毎月払い 年一括払い 

34,522円
6,141円
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72,148円

414,264円
73,692円

県民福祉プラザ（大・中研修室）

むつ来さまい館（イベントホールB）

プラザマリュウ五所川原

藤崎町文化センター（多目的ホール）

六戸町文化ホール（多目的ホール）

南部町総合保健福祉センター ゆとりあ（大ホール）

令和３年１月６日（水） 9：30～

令和３年１月８日（金） 9：30～

令和３年１月13日（水） 13：30～

令和３年１月14日（木） 9：30～

令和３年１月19日（火） 13：30～

令和３年１月20日（水） 9：30～

民間会社、私立学校等に勤務

再就職しない場合 令和２年度の掛金率

１　加 入 条 件

２　任意継続掛金額

任意継続組合員制度について

☆各会場とも開始時刻30分前より受付します。
☆会場により開始時刻が異なりますのでご注意ください。 
※詳細については、令和２年10月21日付け青教職共第365号
通知をご覧ください。

給付・保健グループ  年金担当　017－734－9913

給付・保健グループ　短期給付担当　017－734－9913
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